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○木津川市ラブホテル建築規制条例施行規則

平成１９年３月１２日規則第１２２号

改正

平成２８年３月３１日規則第１７号

令和２年３月２日規則第３号

木津川市ラブホテル建築規制条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、木津川市ラブホテル建築規制条例（平成１９年木津川市条例第１８３号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（届出、申請及び通知）

第２条 条例第３条第１項の規定による届出をしようとする者は、旅館業を目的とする建築物の届

出書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

（１） 付近見取図

（２） 配置図

（３） 各階平面図

（４） 立面図（４面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの）

（５） 屋外広告物の設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示した図面

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面

２ 条例第３条第２項の規定による通知は、認定した場合にあってはラブホテル認定通知書（別記

様式第２号）により、認定しなかった場合にあっては通知書（別記様式第３号）により行うもの

とする。

３ 条例第３条第３項の規定による申請は、ラブホテル建築同意申請書（別記様式第４号）を市長

に提出して行わなければならない。

４ 条例第３条第４項の規定による同意した場合の通知はラブホテル建築同意書（別記様式第５号）

により、同意しなかった場合の通知はラブホテル建築不同意通知書（別記様式第６号）により行

うものとする。

（同意の基準）

第３条 条例第５条第２号の規則で定める道路は、別表のとおりとする。

（中止命令等）
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第４条 条例第７条第１項の規定による中止命令はラブホテル建築中止命令書（別記様式第７号）

を、除却命令はラブホテル除却命令書（別記様式第８号）を交付して行うものとする。

（身分証明書）

第５条 条例第８条第２項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第９号によるものとする。

（補則）

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成１９年３月１２日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の木津町ラブホテル建築規制条例施行規則（昭和６

１年木津町規則第６号）又は山城町ラブホテル建築等規制条例施行規則（昭和５８年山城町規則

第１１号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れた手続その他の行為とみなす。

附 則（平成２８年３月３１日規則第１７号）

この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日から施行する。

附 則（令和２年３月２日規則第３号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第３条関係）

路線名 区間

主要地方道八幡木津線
木津川市吐師北ノ中条２９番６地先から

木津川市吐師高樋４番３地先まで

市道相楽吐師線
木津川市相楽大徳４５番２地先から

木津川市相楽大徳１６番４地先まで

府道木津平城線
木津川市相楽明後前１９番３地先から

木津川市相楽中溝２３番１地先まで

主要地方道天理加茂木津線
木津川市木津白口１０番３地先から

木津川市鹿背山川向９番５地先まで

府道木津加茂線 木津川市鹿背山鹿口２２番１地先から
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木津川市鹿背山鹿口１０番１地先まで

府道木津加茂線
木津川市鹿背山頓登路里３１番先地先から

木津川市鹿背山切通２０番先地先まで

府道木津加茂線
木津川市鹿背山大木谷７番６地先から

木津川市鹿背山大沢１５番４地先まで

主要地方道奈良加茂線
木津川市梅谷長城谷２６番１地先から

木津川市梅谷宮ノ谷２９番１６地先まで

国道２４号
木津川市木津八色１８番２地先から

木津川市木津馬場南２７番２地先まで

国道２４号
木津川市市坂加茂田１番２地先から

木津川市市坂水干１８番６地先まで

国道２４号
木津川市市坂水干４２番２地先から

木津川市市坂水干４２番乙地先まで

国道１６３号
木津川市相楽川久保１０番６地先から

木津川市木津八後３３番２地先まで

市道木津中ノ川線
木津川市梅谷上ノ平４９番地先から

木津川市木津馬場南２７番２地先まで

市道下梅谷城山台線
木津川市梅谷池ノ谷５９番地先から

木津川市城山台三丁目１０３番地先まで

市道城山台３－１５号線
木津川市城山台三丁目１１８番地先から

木津川市鹿背山大沢５番地先まで

市道鹿背山北之庄線
木津川市木津小川３番１地先から

木津川市木津下川原３１番１地先まで

市道東西幹線１号線
木津川市相楽才ノ神２５番２地先から

木津川市相楽八ケ坪３２番３地先まで

市道相楽線
木津川市相楽鳥井１番３地先から

木津川市相楽川久保１０番６地先まで

国道１６３号
木津川市加茂町銭司金鋳山１８番４地先から

木津川市加茂町岡崎中縄手３５番地先まで
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主要地方道奈良加茂線
木津川市加茂町高田赤井山１番１地先から

木津川市加茂町岡崎中縄手３５番地先まで

主要地方道天理加茂木津線
木津川市加茂町法花寺野西ノ前２５番地先から

木津川市加茂町岩船上ノ門２０番地先まで

主要地方道木津信楽線
木津川市加茂町井平尾久保３５番１地先から

木津川市加茂町井平尾久保２３番地先まで

府道木津加茂線
木津川市加茂町観音寺南貝戸６３番地先から

木津川市加茂町里西大間田２０番地先まで

府道高田東鳴川線
木津川市加茂町高田赤井山１番１地先から

木津川市加茂町岩船北谷６６番地先まで

市道４０２０号線
木津川市加茂町高田京内４２番１地先から

木津川市南加茂台１丁目１２番１地先まで

市道３１０５号線
木津川市加茂町駅東１丁目９番８地先から

木津川市加茂町駅東２丁目４番１地先まで

市道３１０２号線
木津川市加茂町駅東２丁目４番１地先から

木津川市加茂町駅東４丁目１番３地先まで

市道３１０１号線
木津川市加茂町駅東３丁目５番２地先から

木津川市加茂町駅東４丁目３番６地先まで

市道３１３８号線
木津川市加茂町駅西２丁目３番２地先から

木津川市加茂町駅西２丁目１番７地先まで

市道３１３９号線
木津川市加茂町駅西２丁目３番３地先から

木津川市加茂町駅西２丁目３番１地先まで

市道３０３８号線
木津川市加茂町駅西２丁目４番３地先から

木津川市加茂町駅西２丁目２番４地先まで

市道３１３７号線
木津川市加茂町駅西１丁目３番１地先から

木津川市加茂町駅西１丁目６番地先まで

市道３１０６号線
木津川市加茂町駅東２丁目６番８地先から

木津川市加茂町駅東２丁目７番７地先まで

市道２１２８号線 木津川市加茂町里新戸１３９番地先から
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木津川市加茂町里中門伝７番２地先まで

市道１―８号線
木津川市加茂町里南古田１５６番地先から

木津川市加茂町里南古田５４番地先まで

市道３０９０号線
木津川市加茂町北上大田１８番１地先から

木津川市加茂町北上大田２２番２地先まで

市道東西連絡通路
木津川市加茂町駅東２丁目７番１地先から

木津川市加茂町駅西１丁目７番１地先まで
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別記様式第１号（第２条関係）
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別記様式第２号（第２条関係）
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別記様式第３号（第２条関係）
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別記様式第４号（第２条関係）
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別記様式第５号（第２条関係）
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別記様式第６号（第２条関係）
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別記様式第７号（第４条関係）
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別記様式第８号（第４条関係）
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別記様式第９号（第５条関係）


